
■
留
意
事
項

　
公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
は
、
公

聴
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。
傍
聴
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
開
催
の
有
無
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
問
合
せ
先
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

▼
縦
覧
・
意
見
申
出
書
提
出
先
・
問
合
せ

○
栃
木
県
県
土
整
備
部
都
市
政
策
課　

計
画
担
当

　
☎
0
2
8
‐
6
2
3
‐
2
4
6
5

　
宇
都
宮
市
塙
田
1
‐
1
‐
20

○
大
田
原
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課

　
☎
0
2
8
7
‐
23
‐
5
8
8
2

○
町
建
設
課
都
市
計
画
係

　
☎
72
‐
6
9
0
7

　
道
路
や
歩
道
に
樹
木
な
ど
が
は
み
出

し
て
い
る
と
人
や
車
の
通
行
に
支
障
が

あ
る
た
め
危
険
で
す
。
樹
木
な
ど
は
土

地
所
有
者
に
所
有
権
が
あ
る
た
め
、
樹

木
な
ど
が
原
因
で
事
故
が
発
生
す
る
と
、

所
有
者
の
管
理
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
構
想
に

つ
い
て
、
縦
覧
と
公
聴
会
を
実
施
し
ま

す
。
ご
意
見
の
あ
る
方
は
、
意
見
申
出

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、

希
望
す
る
方
は
公
聴
会
で
公
述
人
と
し

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
構
想
の
名
称　
那
須
都
市
計
画
区
域

の
整
備
、開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
那

須
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

▼
構
想
の
対
象
区
域　
那
須
町
の
一
部

（
大
字
湯
本
、寺
子
乙
、寺
子
丙
、大
島
、

漆
塚
、
高
久
甲
、
高
久
乙
、
高
久
丙
、

豊
原
甲
、
豊
原
乙
、
豊
原
丙
、
富
岡

の
一
部
）

※
大
字
富
岡
は
都
市
計
画
区
域
に
該
当

す
る
箇
所
と
、
該
当
し
な
い
箇
所
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
不
明
な
方
は
町
建
設

課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
構
想
の
縦
覧
期
間　
７
月
15
日
㈫
〜

29
日
㈫
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

▼
意
見
書
申
出
書
の
提
出
方
法　
意
見

申
出
書
に
意
見
の
趣
旨
、
理
由
お
よ

び
公
述
人
と
な
る
意
思
の
有
無
を
明

記
し
て
、
縦
覧
期
間
内
に
提
出
先
に

持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
公
聴
会
の
日
時
・
会
場

　
8
月
21
日
㈭
午
後
6
時
30
分

　
ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須　
会
議
室
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次
の
よ
う
な
状
況
が
見
ら
れ
る
土
地

の
所
有
者
の
方
は
、
樹
木
な
ど
の
剪
定
、

伐
採
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
道
路
上
空
へ
枝
が
生
い
茂
り
通
行
に

　
支
障
の
あ
る
高
さ
に
な
っ
て
い
る

・
枯
れ
木
の
道
路
へ
の
倒
木

・
折
れ
枝
、
枯
れ
枝
の
道
路
へ
の
落
下

・
竹
木
が
生
い
茂
る
こ
と
に
よ
る
道
路

　
へ
の
は
み
出
し

▼
問
合
せ

〇
町
道
等　
建
設
課
維
持
管
理
係

　
☎
72
‐
6
9
1
4

〇
一
般
国
道
・
県
道
等　
大
田
原
土
木

　
事
務
所
保
全
管
理
課

　
☎
0
2
8
7
‐
23
‐
6
6
1
3

【
自
衛
官
候
補
生
】　

▼
応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

▼
受
付
期
間　
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て

お
り
ま
す
。

▼
試
験
日　

　
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
一
般
曹
候
補
生
】　

▼
応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

▼
受
付
期
間　
7
月
1
日
㈫
〜
9
月
2

日
㈫

▼
試
験
日　

　
（
1
次
）　
9
月
14
日
㈰
、
15
日
㈪
の

　
い
ず
れ
か
1
日

　
（
2
次
）　
10
月
18
日
㈯
、
19
日
㈰
の

　
い
ず
れ
か
1
日

【
航
空
学
生
１
次
】

▼
応
募
資
格　

　
①（
海
）　
18
歳
以
上
23
歳
未
満

　
②（
空
）　
18
歳
以
上
24
歳
未
満

▼
受
付
期
間　
7
月
1
日
㈫
〜
8
月
29

日
㈮

▼
試
験
日　
9
月
20
日
㈯
ま
た
は
27
日

㈯
い
ず
れ
か
1
日

【
予
備
自
衛
官
補
】

▼
応
募
資
格　
18
歳
以
上
52
歳
未
満

▼
受
付
期
間　
9
月
11
日
㈭
ま
で

▼
試
験
日　
9
月
14
日
㈰
、
15
日
㈪
の

い
ず
れ
か
1
日

▼
試
験
場
所　
宇
都
宮
市

▼
問
合
せ　
自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力
本

部
大
田
原
地
域
事
務
所　

　
☎
0
2
8
7
‐
22
‐
2
9
4
0

都
市
計
画
の
構
想
の

縦
覧
お
よ
び
公
聴
会
を

実
施
し
ま
す

安
全
な
道
路
の
た
め
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

広報9

自
衛
官
採
用
試
験
案
内

　こども家庭庁では、毎年７月を「青少年の被害・非行防止全国強調月間」と定め、集中的に広報啓発活動を行っています。
　青少年のインターネット利用では、誹謗中傷や人権侵害などの不適切な利用やフィルタリング機能を使わずに危険に巻き
込まれるケースが増えています。スマートフォンなどを安全に安心して利用するために、家庭でルールを作ったり、ペアレ
ンタルコントロールを適切に利用したりして、子どもたちを危険から守りましょう。
　次代を担う子どもたちの健全な育成のため、私たち大人が積極的に子どもたちと関わっていきましょう。
■問合せ　生涯学習課生涯学習係　☎72-6923

７月は青少年の被害・非行防止全国強調月間です


